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中央大学論集　第43号　2022年 2 月

CHEA「アクレディテーション機関の認証に関する方針・手続」
（2018．9 ．24CHEA 理事会承認）

++CHEA “Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures”
（Approved by the CHEA Board of Directors September 24, 2018）

早　田　幸　政　訳

背　景

1 ．「高等教育アクレディテーション協議会

（Council for Higher Education Accreditation, 

CHEA，以下，「CHEA」と表記，訳者注）は，ア

クレディテーションの充実・強化を通じて，高等

教育の向上を図ることを任務とする組織体として

1996年に設立された．アクレディテーションは，

高等教育機関や教育プログラムについてその質の

保証・向上に向け，これら高等教育機関や教育プ

ログラムを吟味すべく，髙等教育界によって創設

され活用されてきた外部者による質の検証プロセ

スである．CHEAは，高等教育に関わるアクレ

デ ィ テ ー シ ョ ン 機 関 に 対 す る 公 式 的 な 認 証

（recognition）を通じ教育研究上の質の向上を図

ることにより，学生とその家族，カレッジ・大学，

スポンサー組織に寄与するとともに，アクレディ

テーションという手法による自己規制の促進のた

めの基盤を固め，そのための活動を行うものであ

る．」（「CHEAミッション・ステートメントより」）

2 ．アクレディテーション機関は，高等教育機関

や教育プログラムを検証・評価するとともに，こ

れら高等教育機関や教育プログラムのアクレディ

テーションの地位の付与の是非に係る判断を下す

ことを目的に構造化され組織化された「非政府組

織（non-governmental organizations）」である．

CHEAは，地域別アクレディテーション機関，全

国職業別アクレディテーション機関，宗教関係別

アクレディテーション機関，教育プログラム別ア

クレディテーション機関を対象に認証を行ってい

る．CHEAが担っている認証活動は，アクレディ

テーション機関がアクレディットする高等教育機

関や教育プログラムの教育研究の質を高め，改善

やアカウンタビリティを促進させ，柔軟性の向上

を図るとともに斬新な実践を奨励することができ

るようなものとして，これらアクレディテーショ

ン機関の基準・構造が設計されその活動が展開さ

れていることを保証するという役割を果たしてい

る．

3 ．CHEAが担っている認証活動は，アクレディ

テーション機関が，「CHEAが認証したアクレディ

テ ー シ ョ ン の 内 容・ 範 囲（CHEA-recognized 
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scope of accreditation）」の中に包含される高等

教育機関や教育プログラムと関連づけて「認証基

準（recognition standards）」へ適合しているか

否かを審査することに特化されている．こうした

認証活動は，いかなる髙等教育機関や教育プログ

ラムに対しても，自身がどのアクレディテーショ

ン機関への受審を選択するかということに係る判

断権を侵害する意図をもつものではない．

4 ．CHEAの認証は，他機関の審査とは別のも

ので，それと独立・並行的に行われる．一例を挙

げれば，連邦教育省も同様に，アクレディテーショ

ン機関の認証活動を行っている．連邦教育省の認

証活動は，アクレディテーション機関の基準が，

学生への経済的支援といった連邦教育省の事業プ

ログラムへ参加するに当り，同省としての高等教

育機関や教育プログラムへの「期待（expectations）」

に適うような内容のものとなっていることを保証

することを目的としている．また，州政府の営む

認可行為も，消費者保護の観点も含めて，重要な

公共上の目的に資するものとして機能している．

CHEAの認証の目的

5 ．「認証」は，アクレディテーション機関が，そ

のアクレディテーション活動に対する定期的な外

部審査を受けることの意義を率先して受入れてい

ることの証である．「認証」を得ることの意義は，

次の点にある．

　⃝  そのアクレディテーション機関が，教育研

究の質，アカウンタビリティ，透明性及び

組 織・ 活 動 の 有 効 性 に つ い て 規 定 す る

CHEA基準の全てを充足する責任を継続し

て担っていることの保証．

　⃝  そのアクレディテーション機関が，教育研

究の質の向上を促進するという役割を適切

に果たすことができ，現在そして将来に亘

り，高等教育機関，そこで学ぶ学生たち並

びに社会一般の人々に貢献できることの保

証．

　⃝  そのアクレディテーション機関が，高等教

育における教育研究の質に関して判断を下

すことのできる信頼ある情報源であること

の裏付けとしての保証．

6 ．CHEAから認証を受けたアクレディテーショ

ン機関は，主に，高等教育機関や教育プログラム

における「学生の達成度（student achievement）」

に関連づけられたパフォーマンスを基礎にアクレ

ディテーションに係る判断を行う．このことに加

え，アクレディテーション機関は，高等教育機関

や教育プログラムのミッション，組織体制，活動

及びそのために必要な能力を基礎にアクレディ

テーションに関わる判断を行う．「認証に関する方

針・手続（The Recognition Policy and Procedures）」

は，適切な外部証明を伴う定量的情報，定性的情

報の両情報を基に判断を下すに当り，自己評価

（self-study）と同僚評価（peer review）の必要

性を強調する．また，アクレディテーション機関

は，アクレディテーションに係る諸判断を下すに

当り，社会とのコミュニケーションを図り，その

基礎を成す専門職関係者内部の意思疎通を円滑に

するための効果的な手段を保持するものとする．

認証を受けたアクレディテーション機関は，自身

の設定した基準・方針が履行され執行されている

ことを示す証拠を提示するものとする．認証を受

けたアクレディテーション機関は，高等教育機関

や教育プログラムのミッション・自律性を理解し

尊重しながら，自らのアクレディテーション活動

を遂行する．

　CHEAの認証を受けたアクレディテーション機

関は，次のような役割を果たす．

　⃝  「学生のラーニング（student learning）」と
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関連づけたれた「効果的なパフォーマンス

（effective performance）」の存在を証明し，

このことに係る情報を公にしている高等教

育機関や教育プログラムに対してのみ，継

続的なアクレディテーションの地位を付与

する．学生と関連づけられた「効果的なパ

フォーマンス」の挙証対象は広範に亘って

おり，例えば，修了者，卒業者及び在籍者

の状況，転学者や大学院進学者の状況，就

職状況などに加え，適宜その他の情報が含

まれている．当方針は，そうしたパフォー

マンスに係る「期待（expectations）」を測

るため，明確な量的指標の策定を求めるも

のではない．パフォーマンスに係る「期待」

は，アクレディテーション機関と高等教育

機関，教育プログラムとの間の協働的営み

の中から，もしくは高等教育機関や教育プ

ログラムから，あるいはその双方の中から

発出されるものである．

　⃝  該当の高等教育機関や教育プログラムに対

してアクレディテーションの地位が付与さ

れているか否か，その地位は一体どのよう

な内容のものなのか（アクレディテーショ

ンの有効期間，アクレディテーションの地

位を付与した理由など）に関する情報に加

え，アクレディテーション基準・方針への

不適合といった情報や条件付きでのアクレ

ディテーションの認定あるいはアクレディ

テーションの否認を支えている理由・根拠

に関わる情報を，いつでも閲覧でき理解し

易いものとして社会に提供すること．

　⃝  アクレディテーションの地位を獲得・維持

していくためには，アクレディテーション

基準の全条規を，対象となる高等教育機関

や教育プログラムが適切に充足しているこ

とを要求していること．

　⃝  アクレディテーション機関が髙等教育機関

や教育プログラムに対して「期待」する諸

要素を基礎に，「学生のラーニング」におい

て効果を生み出し得ていない高等教育機関

や教育プログラムを明らかにするとともに，

それらに対して何らかの働きかけを行うた

めの手段を駆使していること．

　⃝  質の改善を誘引できるような強い力を発揮

し得ていること．

　⃝  高等教育機関や教育プログラムに対して，

また，アクレディテーション機関自らの基

準・方針・手続を適用する中で，これら高

等教育機関や教育プログラムのミッション

や適切な範囲内で行われる斬新な取組に注

意の目を向け続けていること．

CHEAが認証する 

「アクレディテーションの内容・範囲」

7 ．CHEAが認証する「アクレディテーションの

内 容・ 範 囲（CHEA-Recognized Scope of 

Accreditation）」．CHEAは，アメリカ合衆国の高

等教育機関や教育プログラム，並びに，本方針の

下，準学士（associate degree）以上の学位を付

与するその他の高等教育機関や教育プログラムの

質を評価する活動を進めるアクレディテーション

機関の認証を行っている．

　アクレディテーション機関は，「認証の内容・

範囲」に係る文書中に明示されたアクレディテー

ションにおける諸活動を遂行する能力・力量を備

えていることを示す証拠を提出しなければならな

い．

　アクレディテーション機関は，希望する「認証

の内容・範囲」を明確に記した文書を提出しなけ

ればならない．同文書は，その後，アクレディテー
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ション機関が認証されたアクレディテーション活

動の中身を社会に公にするために用いられる．同

文書中には，認証されたアクレディテーション活

動の中身に関する情報として次のものが含まれて

いる．具体的には，（ 1 ）アクレディットの対象

とする高等教育機関，教育プログラム，（ 2 ）学

位のレベル，（ 3 ）アクレディテーション活動を

行う地理的範囲（合衆国内の具体的な場所や海外

の場所を含む），（ 4 ）学位の基礎となっている学

問上の専門領域や実務分野，などである．

　CHEAによる認証が許容されているのは，アク

レディットの対象とする高等教育機関や教育プロ

グラムの過半数が，準学士以上の学位を授与して

いる場合に限られている．

　CHEAが認証する「アクレディテーションの内

容・範囲」には，インターンシップ，臨床実習，

ポスドクとしての活動，といった追加的な学修の

場を含めることも可能である．但し，これらの学

修は，アクレディテーション機関に課せられた学

位レベルに係る要件を充足しているか否かを判断

する際に，考慮の対象とはならない．

　「認証の範囲・内容」に係る文書とは別に，ア

クレディテーション機関は，認証申請の対象とす

ることなく営んでいるアクレディテーション活動

があればそれらも明らかにしなければならない．

そうした活動は，CHEAが認証する「アクレディ

テーションの内容・範囲」の構成部分を成すもの

ではない．

8 ．CHEAが認証する「アクレディテーションの

内容・範囲」の変更．CHEAが認証する「アクレ

ディテーションの内容・範囲」に係る変更申請は，

「認証委員会（Committee on Recognition）」によ

り，定例の会合もしくは定例外の会合で検討に付

される．CHEAが認証する「アクレディテーショ

ンの内容・範囲」に係る変更には，次の事項，す

なわち，（ 1 ）アクレディットの対象となる高等

教育機関や教育プログラムのタイプの変更，（ 2 ）

対象とする学位レベルの追加もしくは削減，（ 3 ）

アクレディテーション活動を営む地理的領域の変

更（アメリカ合衆国外での活動を含む地理的領域

の拡大など），（ 4 ）学位の基礎となっている学問

上の専門領域や実務分野の拡大もしくは縮小，な

どが含まれる．但し，これらに限定されるもので

はない．

　CHEAが認証する「アクレディテーションの内

容・範囲」に係る変更を考慮するに当り，認証を

得ているアクレディテーション機関は，次のもの

を提出しなければならない．

　Ａ． CHEAが認証する「アクレディテーション

の内容・範囲」に関する現行文書．

　Ｂ． CHEAが認証する「アクレディテーション

の内容・範囲」に関する変更申請書．

　Ｃ． 変更申請を行った理由・根拠（当該アクレ

ディテーション機関の意思決定組織が，そ

の変更の必要性について既に承認している

ことを示す証拠書類を含む）．

　Ｄ． 新たに変更申請した「内容・変更」の下で，

アクレディテーション活動を遂行する能

力・力量を備えていることを示す証拠書類

（そこには，試行実施したアクレディテー

ション活動の結果に係る書類も含まれる）．

　Ｅ． 新たにCHEAが認証する「アクレディテー

ションの内容・範囲」に係る活動工程表（そ

の変更によって現在の登録学生にもたらさ

れる影響に関するものを含む）．

　Ｆ． アクレディテーション組織の適切な構成層

と本件について協議を行ったことを示す証

拠書類．

　CHEAが認証する「アクレディテーションの内

容・範囲」の変更申請に関する「認証委員会」の
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決定は，同委員会が本件を，理事会（Board of 

Directors）に回付しない限り，それが最終判断

となる．また，理事会も，自身の判断の下で，当

該申請に係る審理プロセスやそこでの個別案件に

おいて，そのアクレディテーション機関の「アク

レディテーションの内容・範囲」の問題に関与す

ることができる．

　既に認証を得ているアクレディテーション機関

が，CHEAの認証する「アクレディテーションの

内容・範囲」を，実質的な変更に関わるものでは

なく，印刷物の改訂に伴う文言修正として行って

いる場合，当該アクレディテーション機関は，で

きるだけ早く，そのことをCHEAのスタッフに通

知しなければならない．そしてその通知文書の中

には，当該アクレディテーション機関が，そうし

た修文をするに至った理由が簡潔に記されていな

ければならない．CHEAは，認証する「アクレディ

テーションの内容・範囲」を記した文書を含め，

所要の修正を行うことになろう．

認証基準

9 ．認証基準．CHEAは，アクレディテーショ

ン機関がこの方針に合致するとともに，認証を受

ける上で必要とされCHEAがその運用と解釈権を

留 保 し て い る 3 領 域 か ら な る「 認 証 基 準

（recognition standards）」の全てを充足している

ことを要求する．認証を受けるため，アクレディ

テーション機関は，次の事象を示す証拠書類を提

供しなければならない．

　Ａ． 教育研究の質を高めるとともに，「学生の

達成度（student achievement）」の向上を

図っていること．

　Ｂ． パフォーマンスのアカウンタビリティと透

明性が確保されていることを社会に対して

証明し得ていること．

　Ｃ． 効果的なアクレディテーションの仕組みと

組織体制を維持していること．

10．教育研究の質を高めるとともに，「学生の達

成度（student achievement）」の向上を図ってい

ること．

　教育研究の質の向上は，アクレディテーション

の中核を成している．認証を得ようとするアクレ

ディテーション機関は，次の要件を充たす基準・

方針・手続を実施・執行していることを示す証拠

書類を提供しなければならない．

　Ａ． 当該アクレディテーション機関の教育研究

の質に関わる「期待（expectations）」と

ともに，高等教育機関や教育プログラムの

ミ ッ シ ョ ン に 適 っ た「 学 生 の 達 成 度

（student achievement）」 を 含 む も の で，

当該高等教育機関や教育プログラムのパ

フ ォ ー マ ン ス と 結 び つ い た「 成 果

（results）」について公定化していること．

　Ｂ． 高等教育機関や教育プログラムに対し，教

育研究の質の向上への「期待」及び「学生

の学力成就（student success）」の指標を

確立し公表することに加え，公にしている

「期待」に学生や卒業生が適っているかど

うかを判断し，「学生の学力成就（student 

success）」の証を統計的に社会に公にする

ための手続を進めていること，を求めてい

ること（基準11B 1 参照）．

　Ｃ． アクレディテーションの地位に関わるアク

レディテーション機関の意思決定過程の中

心的部分を成すものとして，高等教育機関

や教育プログラムがアクレディテーション

機関が設定する「パフォーマンスへの『期

待』（performance expectations）」（最低限，

その「パフォーマンスへの『期待』」が，

当該高等教育機関や教育プログラムのミッ
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ション・タイプと整合していることを要す）

にどの程度沿うような活動をしているかに

言及していること．「パフォーマンスへの

『期待』」は，高等教育機関や教育プログラ

ムと協働して活動を行うアクレディテー

ション機関の側から，もしくは高等教育機

関や教育プログラムの側からあるいはその

双方から発出することになろう．

　Ｄ． 学生にとって必要とされる範囲に収まるも

ので，適切に用意されもしくは教育の提供

に当り健康・安全の保持に不可欠なものと

なる諸資源について言及していること．

　Ｅ． 高等教育機関や教育プログラムのミッショ

ン，優先順位の決定権限及び組織・活動上

の管理権を尊重しつつ，教育研究に関わる

質の基準・方針を適用していること．

　Ｆ． 高等教育機関や教育プログラムに対し，教

育研究の質の向上に当り柔軟で適切な斬新

的実践に寄与することを含め，その質とパ

フォーマンスの継続的な改善を支援・助言

していること．

11．パフォーマンスの対社会的なアカウンタビ

リティと透明性の確保が証明されていること．パ

フォーマンスと透明性のアカウンタビリティに

は，次に示す 3 つの要素，すなわち，（A）アク

レディテーション機関のパフォーマンス，（B）

アクレディットされた高等教育機関や教育プログ

ラムのパフォーマンス，（C）国際社会で活動す

るアクレディテーション機関のパフォーマンス，

に関わる「期待（expectations）」が包含されて

いる．

　Ａ． アクレディテーション機関は，次の事項を

内容とする基準・方針もしくは手続を実施・

執行しなければならない．

　 1 ． 当該アクレディテーション機関のアクレ

ディテーションに係る諸措置（高等教育機

関や教育プログラムを対象とした審査の結

果，アクレディテーション機関の行う決定

を指すもので，そこには，アクレディテー

ションの地位の付与・更新，否認，手続撤

回，アクレディテーションの延期，アクレ

ディテーションの候補資格（candidacy）

や プ レ ア ク レ デ ィ テ ー シ ョ ン（pre-

accreditation）の地位の付与，注意（notice），

警 告（warning）， 証 拠 開 示 請 求（show 

cause），認定保留（probation status）が

含まれる（基準12D 3 参照．こうした情報

は，アクレディテーション登録機関等名簿

に記載されていることが必要である））に

係る判断の理由・根拠，これに対する高等

教育機関や教育プログラムの意見（意見表

明がなされた場合についてのみ），を社会

に向け，機敏かつアクセスし易い手段で発

信すること．

　 2 ． 高等教育機関，教育プログラムやアクレ

ディテーション機関に対する合理性のある

懸念や不満に対し，アクレディテーション

機関が即座に具体的な対応をとることがで

きること．

　 3 ． 高等教育機関や教育プログラムが実質的に

成果指標を下回っているため，アクレディ

テーションの地位を獲得・維持できない場

合，アクレディテーション機関が即座にこ

れを処置するための手続が用意されている

こと．そうした手続には，当該高等教育機

関や教育プログラムのパフォーマンスの弱

点を判断する指標の適用や，アクレディ

テーション機関がこうした事案に介入し所

要の措置を講じることなどが含まれてい

る．
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　 4 ． 社会に向けたアカウンタビリティの履行の

中には，適切性の担保された斬新な実践的

試みへの関心を継続的に求めることも含ま

れる．

　Ｂ． CHEAの認証を受けたアクレディテーショ

ン機関によってアクレディットされた高等

教育機関や教育プログラムは，次に示す措

置を講じなければならない．

　 1 ． 高等 教 育 機 関 や 教 育 プ ロ グ ラ ム の パ

フォーマンス及び「学生の達成度（student 

achievement）」に関わる情報を，機敏か

つアクセスし易い手段で，しかも全体に亘

り矛盾のないものとして社会に向け発信す

ること．その情報は，適切な外部証明を伴

う定量的情報，定性的情報の両情報を基に，

当該高等教育機関や教育プログラム自身が

確定したものであること．

　 2 ． アクレディットされている教育プログラム

とそうでない教育プログラムの間の区別を

明確にしておくこと．

　 3 ． 適切性の担保された斬新な実践的試みへの

関心を引くことのできる証拠を提示するこ

と．

　Ｃ． アメリカ合衆国以外に所在する高等教育機

関や教育プログラムを管轄するCHEAの認

証を受けたアクレディテーション機関は，

次の措置をとらなければならない．

　 1 ． 当該アクレディテーション機関が現在から

今後において行うであろう諸活動に関し，

当該国の政府系もしくは非政府系のアクレ

ディテーション機関あるいは質保証団体と

意思疎通を図り協議を行うこと．

　 2 ． 当該アクレディテーション機関に，国際的

なアクレディテーション活動に従事できる

能力・力量が備わっていることを証明でき

ること．そこには，言語や文化の違い，当

該国で継続的に営まれてきている質保証活

動への考慮，アクレディテーション・プロ

セスとこれに関与する人々の安全確保への

注意といったその国固有のまた同国内の地

域固有の諸要因，などが含まれる．

　 3 ． アメリカ合衆国内とそれ以外の国々の高等

教育機関や教育プログラムを，評価基準，

実際のアクレディテーション活動，能力及

び成果に対する事前の「期待」という面に

おいて，同等に扱っていることを示す証拠

を提示すること．

　 4 ． 海外の高等教育機関や教育プログラムに対

するアクレディテーションの地位について

言及するに当り，アクレディテーション・

プロセスと意思決定過程の各局面におい

て，それぞれの地域の状況に応じ，評価基

準もしくはその適用の仕方について，性格・

内容面で何らかの調整が行われている旨を

公知できていることを示す証拠を提示する

こと．

12．効果的なアクレディテーションの仕組みと

組織体制を維持していること．CHEAの認証を受

けたアクレディテーション機関は，CHEAの定め

る要件に合致した基準・方針やグッド・プラクティ

スを運用するとともに，上記要件と整合した組織・

仕組みを維持していることを証明しなければなら

ない．アクレディテーション機関が，CHEAの認

証を得るためには，次の事項について証明しなけ

ればならない．

　Ａ．活動に必要な法的権限を有していること．

　Ｂ． 高等教育を提供する高等教育機関もしくは

教育プログラムとして活動し，準学士以上

の高等教育学位を授与する法的権限を有す

る高等教育機関や教育プログラムをアクレ
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ディットしていること．学位授与権限がア

メリカ合衆国内にない他国の高等教育機関

や教育プログラムに関し，地域自治体や利

益団体（例えば，よく知られた専門職団体

や教育プログラムを支援するその他の評判

の高い団体など）から大きな支援を常時受

けている高等教育機関や教育プログラムに

限定してアクレディットしていることを証

明できれば，当該アクレディテーション機

関は本要件を充たしているものと見做され

る．

　Ｃ． 高等教育機関や教育プログラムであって，

その過半数が，実際に，準学士以上の学位

授与を行っていること．

　Ｄ． 次の事項が記された基本規程，方針・手続

並びに基準が，容易にアクセスし易いもの

として社会に向け発信されていること．

　　 1 ． 認定対象となる「アクレディテーション

の内容・範囲」，評価基準，付与するア

クレディテーションの地位に係るレベ

ル．

　　 2 ． アクレディテーション機関の運営及び意

思決定過程，方針・手続．

　　 3 ． 容易に入手可能な認定名簿中に，現時点

における全ての高等教育機関や教育プロ

グラムの名称とその各々のアクレディ

テーションのレベルとその地位が示され

ていること．そこには，当該アクレディ

テーション機関によって課されたアクレ

ディテーションの地位に付された諸条件

が含まれる．そうしたものとして，アク

レディテーションの地位に影響を及ぼす

制限やその他の条件（例えば，アクレディ

テーションの有効期間の制限，警告

（warning）， 証 拠 開 示 請 求（show 

cause），停止（suspension），当該アク

レディテーション機関の方針に依拠する

その他の制約条件）が挙げられる．

　Ｅ． アクレディテーションの地位を獲得・維持

していくため，高等教育機関や教育プログ

ラムに対し，アクレディテーション基準の

全条規の遵守を要求していること．

　Ｆ． アクレディテーションに関する基準・方針・

手続の策定における独立性，全てのアクレ

ディテーションの審査とその管理・運営並

びに全てのアクレディテーションに係る諸

決定における独立性を含め，母体となって

いる組織やスポンサー組織から分離した活

動をしていることを明確な文書を以て社会

に公にしていること．

　Ｇ． CHEAに認証を求めた「アクレディテーショ

ンの内容・範囲」に係る申請書中に示され

た，高等教育機関や教育プログラムの各タ

イプに固有のアクレディテーションの審査

を 1 回以上実施してきたこと．

　Ｈ． アクレディテーション活動を効率的，効果

的に営む上で必要な財務基盤，スタッフ，

及びその活動に不可欠な諸資源を充分保持

していること．

　Ｉ． アクレディテーションにおいて必要とされ

る高等教育機関や教育プログラムへの要求

事項と，これら高等教育機関や教育プログ

ラムの改善を促すための助言を明確に区別

していること．

　Ｊ． アクレディテーション活動における手続上

の「デュープロセス（due process）」が保

障されていること．そうしたものの例とし

て，（ 1 ）アクレディテーション活動の中

で実施されるプロセスやそこで措置される

諸決定を高等教育機関や教育プログラムに
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伝える際の異議申立方針が公表されている

こと（その方針の例として，異議申立を根

拠づける理由・考え方，アクレディテーショ

ンの否認・取消しや異議申立に付随して発

生する諸経費を決定する組織のメンバーと

は異なる人員がこれに従事し聴聞を行う異

議申立の仕組みが確立されていること，）

（ 2 ）アクレディテーション機関の全スタッ

フ，実地視察メンバー，アクレディテーショ

ンに係る勧告や決定を掌る組織体のメン

バーをカバーする効果的な「利益相反

（conflict of interest）」方針が確立されて

いること．

　Ｋ． アクレディテーションの審査過程，意思決

定過程及び方針の策定過程（アクレディ

テーション基準の審議・改訂・採択を含む）

に高等教育の専門家，実務家並びに時宜に

応じ社会一般の人々の参画を求めているこ

と．

　Ｌ． 高等教育機関や教育プログラムの多様な

ミッション・目的や活動形態に配慮し，首

尾一貫した方針の下で，アクレディテー

ションの審査やその諸決定に臨んでいるこ

と．

　Ｍ． 将来に亘りアクレディテーションの実務を

より効果的なものとしていくという目的の

下，自身のパフォーマンスや基準・方針並

びに以下に示す事象に伴うインパクトを批

判的・分析的視点から定期的に自己評価す

ること．

　　 1 ． アクレディットされた高等教育機関や教

育プログラムが，「学生の達成度（student 

achievement）」 へ の「 期 待

（expectations）」に応じた成果をどの程

度挙げているかに係る全情報の検証．

　　 2 ． 当該アクレディテーション機関自らのパ

フォーマンスが教育研究の質及び「学生

の学力成就（student success）」の向上

に貢献したことを示す証拠並びに自身の

パフォーマンスが高等教育，社会一般の

双方に寄与できたことを示す証拠の収集

とその検証．

認証委員会

13．認証委員会の責務と理事会との関係．認証

委員会は，アクレディテーション機関から提出さ

れた認証の申請を審査し，その結果を基に，理事

会に対し勧告を行う．理事会は，そのアドバイス

に十分配慮するとともに，理に適った仮説の下で，

認証委員会の勧告を審理しアクレディテーション

の認証に関わる最終決定を行う．認証委員会は，

CHEAが認証した「アクレディテーションの内容・

範囲」に対する既に刊行しているパンフなどでの

記 述 上 の 修 正 部 分，「 中 間 報 告 書（interim 

reports）」，同委員会の要求に基づいて提示され

た諸情報，について審査し最終判断を行う．また

認証委員会は，本パラグラフ 8 の諸規定に従い，

CHEAが認証した「アクレディテーションの内容・

範囲」の変更申請に対する審査を行い最終判断を

下す．

14．認証委員会のメンバー．認証委員会のメン

バーについては，CHEAの会長がCHEAの認証を

受けているアクレディテーション機関その他の関

係者との協議を経て，候補者を推挙し，理事会が

その選任を行う．認証委員会は， 9 名で構成され

る．各委員の任期は 3 年で，同任期での再任が可

である．認証委員会には社会一般の人が含まれる

ほか，地域別アクレディテーション機関，全国職

業別アクレディテーション機関，宗教関係高等教

育機関アクレディテーション機関，教育プログラ
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ム別アクレディテーション機関並びに大学・カ

レッジの関係者によって構成される．CHEAは，

アクレディテーション機関のコミュニティー及び

高等教育機関の多様性を反映させその組織体制作

りをしている．現職の理事会メンバーには，認証

委員会の活動に参加する資格はない．

15．会議の開催．認証委員会は，CHEAの会長

と協議しながら，会議開催の日時，場所及び手続

を確定する．同委員会は，そこで関連する案件の

全ての資料を検討する．

認証のための審査

16．審査の頻度．CHEAの認証を受けたアクレ

ディテーション機関は， 7 年毎に認証に係る審査

を受けることになる．但し，理事会が承認した場

合，この限りではない．

17．「中間報告書」の審査．CHEAの認証を受け

たアクレディテーション機関は，通常の場合，認

証の有効期間の折り返し点で，「中間報告書

（interim reports）」を提出しなければならない．

「中間報告書」の主要な目的は，組織体制の変更

に係る情報を認証委員会に伝えることにある．こ

うした「変更」の例として，管理体制や財務状況

の変更・変動，アクレディテーション等の活動や

組織運営上の変更，当該アクレディテーション機

関の母体組織やスポンサー組織に関する変更，基

準・方針・手続の変更，などが挙げられる．認証

委員会は，これら変更の中身を検討し，当該アク

レディテーション機関が，引き続き，認証基準を

充たしているかどうかを判断する．また「中間報

告書」には，教育研究の質への「期待」，「学生の

学 力 成 就（student success）」 へ の「 期 待

（expectations）」，対社会的なアカウンタビリティ

や透明性への「期待」がその活動に反映され続け

ているかどうかについて，当該アクレディテー

ション機関が，同事項に関するCHEAの要件（パ

ラグラフ10B及び11A 1 ）に合致していることを

示す情報・記述が含まれていなければならない．

　アクレディテーション機関が，上記「中間報告

書」には記載のないような，管理体制や財務状況，

アクレディテーション等の活動や組織運営，当該

アクレディテーション機関の母体組織やスポン

サー組織，基準・方針・手続に関わる大きな変更

を行った場合，アクレディテーション機関には，

それら変更に係る情報を適宜，CHEAに伝えるこ

とが期待されている．

18．定期審査から外れた審査．CHEAは，自身

の自由な判断の下，次のような場合，いつでも認

証を受けたアクレディテーション機関の審査を行

うことができる．

　Ａ． CHEAが認証しているアクレディテーショ

ン機関によってアクレディットされている

高等教育機関や教育プログラムについて，

そのパフォーマンスが継続して基準不充足

状態に陥っている証拠が既に存在している

場合．

　Ｂ． 認証委員会の判断として，当該アクレディ

テーション機関が， 1 以上の認証基準につ

いて不充足の懸念があることを示す証拠を

CHEAのスタッフが受理している場合．

　Ｃ． CHEAが認証したときとは異なる組織・活

動上の変更が，当該アクレディテーション

機関にもたらされている場合．

　CHEAのスタッフがそうした情報に接した場

合，認証委員会，アクレディテーション機関の双

方にその懸念を伝えるとともに，アクレディテー

ション機関にはこれに対して何らかの対応をする

よう要請する．認証委員会は，その情報とともに，

アクレディテーション機関が何らかの対応をした
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場合，それについての検討を行う．それを踏まえ，

認証委員会は，全体に亘る認証の審査を開始する

決定を行うことができるし，その事象が，定期の

審査とは異なる不測の審査を必要とするほどの事

態には当たらない，と判断することもできる．後

者の判断の場合，追加情報の提出を求めたり，ア

クレディテーション機関によってアクレディット

されている高等教育機関や教育プログラムのパ

フォーマンスが継続して基準不充足状態に陥って

いることが確実であるとされる領域に限定して審

査を行うなど，他の手段をとることになる．

19．申請の撤回．アクレディテーション機関は，

理事会の正式会議で当該申請案件が審理に付され

る前であれば，いつの段階でも認証申請を撤回す

ることができる．もし認証申請が認証委員会の判

断（認証委員会から理事会へ勧告するなど）前の

段階で撤回された場合，認証委員会と理事会に対

し，その旨が執行役員会議（executive session）

の中で伝えられる．認証評価委員会の決定後に申

請が撤回された場合，申請撤回の事実と認証委員

会の決定のいずれもが次回の公式の理事会で報告

される．アクレディテーション機関が認証申請を

撤回すると，申請撤回の日から最低 1 年間は再申

請できない．

認証申請の審査プロセス

20．認証に関する問い合わせ：CHEAスタッフ

との第 1 回目の協議．認証のための審査を受け

る前に，アクレディテーション機関は，認証に係

る方針・手続及び認証に係るCHEAの「期待」を

めぐって，CHEAスタッフと協議しなければなら

ない．CHEAスタッフはアクレディテーション機

関に対し，最初に，この「認証に関する方針・手

続（The Recognition Policy and Procedures）」

の定める認証要件に関する助言を行う．アクレ

ディテーション機関には，会員制を基礎としたア

メリカ合衆国内の非政府組織のほか，その都度，

理事会が認証の対象となり得ると判断した組織な

どが含まれる．

21．申請書の様式とCHEAに支払う手数料．新規，

更新時のいずれを問わず，認証のための審査プロ

セスの開始に当り，アクレディテーション機関の

事務局長は，同機関の意思決定組織が当該申請を

承認したことを記した書面が添付された「申請書

（Application Form）」を提出しなければならない．

認証のための審査に要する手数料は，申請書の提

出時に併せて支払うものとする．CHEAは，申請

書を受理すると，認証委員会と社会に対し，当該

アクレディテーション機関が認証に係る新規もし

くはその地位の更新の申立を行っている旨を伝え

る．

22．認証に関する申請用報告書面の提出．「申請

用 報 告 書 面（Application Narrative）」 は，

CHEA「申請用報告書面作成の手引き（Guidelines 

for Preparation of an Application Narrative）」

に従って作成し提出するものとする．「申請用報

告書面」には，当該アクレディテーション機関が

本方針に適合するとともに，認証基準の全条規を

充足し得ていることを示す証拠物が提示されてい

なければならない．CHEAは，当該アクレディテー

ション機関における自己評価の実施状況と証拠提

示に係るプロセス全体についても検討する．

23． 実 地 視 察． 認 証 の た め の 審 査 期 間 中，

CHEAは，アクレディテーション機関の意思決定

組織の会議の状況を観察するために実地視察を行

う．実地視察の目的は，（ 1 ）アクレディテーショ

ン機関が，自身の基準・方針をどのように適用し

ているかを検証すること（そこには，高等教育機

関や教育プログラムのパフォーマンスに関係する

事項や認証基準との関わりの中での当該アクレ
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ディテーション機関の意思決定活動などが含まれ

る），（ 2 ）関係する情報を認証委員会に報告する

こと，にある．実地視察では，方針・手続・基準

をめぐる内部討議並びにアクレディテーションの

地位を認めるか否かの決定，などに注意の目が向

けられる．実地視察では，CHEAの決定を基に，

適宜追加的な検証が必要とされる領域の専門家の

参加を仰ぐことができる．その場合，実地視察報

告書に，その専門家の所見が記される．CHEAは，

アクレディットされた高等教育機関や教育プログ

ラムのサンプルを抽出調査すべく，それらを対象

とした現地調査を要求することができる．

　実地視察の評価者とその他の専門家は，アクレ

ディテーション機関と協議の上，CHEAによって

選ばれる．アクレディテーション機関には，実地

視察報告書を検証し意見を提示する機会が与えら

れている．アクレディテーション機関の意見が付

された実地視察報告書は，認証委員会に提出され

る．CHEAは，法律の縛りがない限りにおいて，

自身の判断で，実地視察報告書をCHEA並びに当

該アクレディテーション機関との関係において機

密扱いとすることができる．

24．手数料及び諸経費．アクレディテーション

機関は，認証のための審査及び実地視察に要した

全ての手数料その他の諸経費を支弁する．

25．認証のための審査途上にあることや第三者

からの意見提示の募集の社会への公知．CHEAは

ウェブサイトを通じ，社会に対して，当該アクレ

ディテーション機関が認証のための審査に臨んで

きたことを伝えるものとする．またCHEAは，こ

の件について第三者から意見を広く募るととも

に，意見募集の期間を具体的に示すものとする．

アクレディテーション機関には，（A）同機関が

CHEAに対し，認証のための審査の実施を要請し

ていることと併せ，CHEAに宛てられる第三者意

見の募集期日・締切時間を（CHEAによる第三者

意見募集の案内文書を用いながら）公表すること，

及び（B）この要求に対応している旨をCHEAス

タッフに伝えること，の 2 つの措置を講じるよう

求められる．

26．第三者による書面もしくは口頭による意見．

第三者による意見は，当該アクレディテーション

機関の認証基準への適合状況の問題に限定され

る．書面での意見表明の機会を要求する全ての第

三者は，指定期日までに意見陳述書を提出するも

のとする．意見陳述書には，意見表明者の所属・

氏名などが記載されていなければならない．意見

陳述書の内容が認証基準に特化されていることを

CHEAスタッフが確認・検証した後，同書面は，

認証委員会と当該アクレディテーション機関に回

付される．アクレディテーション機関には，同書

面の内容を検討しこれに反論する機会が与えられ

る．その反論書も，認証委員会に提供される．

　口頭による意見は，認証委員会の会議の席で聴

取される．CHEAスタッフは，当該アクレディテー

ション機関が会議の場でプレゼンテーションを行

う場所，日時を関係する全ての第三者に伝達する．

第三者による口頭での意見表明は，その会議の場

でなされる．口頭での意見表明を希望する第三者

は，指定期日までに，意見表明者の所属・氏名な

どが記載された意見陳述の概要を記した文書を提

出するものとする．意見陳述概要文書の内容が認

証基準に特化されていることをCHEAスタッフが

確認・検証した後，同書面は，認証委員会と当該

アクレディテーション機関に回付される．当該ア

クレディテーション機関は，公開の会議の席で，

これに反論する機会が与えられる．

27．認証委員会の公開の会議の席でのプレゼン

テーション．認証委員会は公開の会議での，認証

を受ける上で必要な質を備えるとともに，認証基
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準に適合している旨を示す口頭でのプレゼンテー

ションの機会をアクレディテーション機関に与え

ている．通常の場合，アクレディテーション機関

に対しては，アクレディテーションを直接掌るユ

ニットの事務最高責任者とその意思決定組織の最

高責任者の出席を希望する．そこで認証委員会の

メンバーが，適宜，当該アクレディテーション機

関と意見表明を行う第三者に対し質問を発する場

合がある．質問を受けた場合，これに答える機会

が与えられる．認証委員会が，実地視察団の評価

委員やこれに加わった専門家の会議への参加が有

益であると判断した場合，これらの人々に対し会

議への出席を求めるとともに，実地視察報告書に

関連する質問に対応するよう要請することができ

る．アクレディテーション機関に対しては，実地

視察団の評価委員やこれに加わった専門家からの

コメントに反論する機会が与えられる．認証委員

会は，公開会議の議事録を作成するとともに，ア

クレディテーション機関からの要請があれば，こ

れを提供する．

　CHEAが認証している「アクレディテーション

の内容・範囲」の変更申請書，「中間報告書」及

び追加情報の提出要請への対応については，「執

行役員会議（executive session）」の検討に付され，

アクレディテーション機関に対し公開の場でのプ

レゼンテーションが求められることはない．

28．認証委員会による事前分析，認証委員会と

理事会による協議．認証の審査プロセスにおい

て，アクレディテーション機関による公開の場で

のプレゼンテーションに続き，認証委員会は，「執

行役員会議」を開催し，認証の可否の対象となっ

ているアクレディテーション機関の質について検

討を行う．その後，理事会も「執行役員会議」の

場で，認証委員会のとりまとめた事前分析書の検

討のために，同委員会の最高責任者と協議を行う．

29．申請された認証の可否に関する認証委員会

の勧告．上記理事会の後，認証委員会は，会合を

開き，そこで理事会の非公式意見について検討し，

次に示す理事会決定に関連する勧告を策定する．

　Ａ． そのアクレディテーション機関を認証する．

　Ｂ． 認証基準に関連して明らかとなった問題点

を対象としたもので，認証委員会に 1 以上

の報告書を提出することを要件にそのアク

レディテーション機関を認証する．

　Ｃ． CHEAがそのアクレディテーション機関か

ら追加情報を受理しその検討・決定を行う

までの間，認証に係る決定を延期する．

　Ｄ． 認証を拒絶する．その場合，そうした決定

の根拠・理由が示される．

　Ｅ． 既にパラグラフ18で示したところに従い，

結論として手続を撤回させる．

　Ｆ． 認証委員会の適切な判断の下，上記以外の

決定を行う．

30．認証委員会による勧告の文書による事前通

知．認証委員会の会議開催後30日以内に，同委員

会は当該アクレディテーション機関に対し，委員

会の勧告を通知する．認証委員会として，当該ア

クレディテーション機関が 1 以上の基準が不充足

の状況にあるとの結論に立ち至った場合，その事

前通知書には，当該アクレディテーション機関が

充足し得ていない認証基準の個別条規とそうした

判断に至った理由が明記される．認証委員会が提

示する如何なる改善支援のための助言やその他の

コメントも，認証基準に即して認証を受けるため

に必要な要求とは区別される．

31．認証委員会の勧告に対するアクレディテー

ション機関からの反論．認証委員会の勧告に対し

て反論することを希望するアクレディテーション

機関は，認証委員会の勧告に係る正式通知書を受

理した日から30日以内にこれを行わなければなら
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ない．アクレディテーション機関から文書による

反論がなされた場合，その反論書は，理事会及び

認証委員会に提出される．反論書の内容は，次の

事項に限定される．

　Ａ． 認証のための審査の折に，認証委員会に提

出された文書に記された情報に係るもの．

　Ｂ． 認証審査プロセスでの手続上の瑕疵に関わ

る主張．

　Ｃ． 事実関係に過誤があるとの主張．

　アクレディテーション機関には，認証の否認を

内容とする勧告が示された場合についてのみ，理

事会に出席する権利が留保されている．

32．理事会での審査．理事会は，認証委員会の

勧告を基に，次に示す決定を行う．

　Ａ．認証の承認．

　Ｂ．勧告の不承認．

　Ｃ． 当該事項の再審理を促すため，認証委員会

への差戻し．

　Ｄ． 理事会の適切な判断の下，上記以外の事項

を決定．

　認証の否認の決定を除き，理事会は，アクレディ

テーション機関から書類の追加提出やその出席を

伴うことなく，上記のうちのいずれかの決定を行

うこととなる．

33．正当性の推定．アクレディテーション機関

の認証を行う過程で，アクレディテーション機関

から認証委員会に対し，反論書や追加資料が提出

された場合，理事会は，認証委員会のそれまでの

分析とその結果並びに勧告の再検討を行う．認証

委員会の勧告につながった調査内容・資料が，認

証のための審査の段階で認証委員会に提出された

資料を基に判断する限りにおいて明らかに誤りで

あった旨を，アクレディテーション機関として，

理事会が納得し得るよう挙証しない限り，理事会

は，認証委員会の結論を正当なものと推定する．

　そうした決定を行うに当り，理事会もまた，調

査結果を吟味する．その調査結果の中には，認証

委員会の審査の中では扱われなかった追加情報

（そこには，理事会独自に依頼した外部専門家の

調査に基づく結果も包含されている）も含めてこ

れを行う

34．理事会による結論の文書による通知．理事

会はアクレディテーション機関に対し，認証に関

する認証委員会の勧告に続く決定を，同決定後30

日以内に通知する．理事会がそのアクレディテー

ション機関を認証する場合，その通知文書には，

CHEAが認証する「アクレディテーションの内容・

範囲」，認証の有効期間及び 1 以上の報告書の提

出義務，が具体的に記載される．その決定が認証

の延期，否認，手続撤回に係るものであった場合，

通知文書には，そうした決定がなされた根拠・理

由についての言及がなされる．そこには，当該ア

クレディテーション機関が充足し得なかった認証

基準の条規が具体的に示される．

35．認証の決定延期．認証のための審査プロセ

スでは， 1 回に限り，認証に係る決定を延期する

ことが可能である．これについて認証委員会は，

アクレディテーション機関から提示された情報を

審査し，理事会に勧告を行う．

　認証に係る決定を延期されたアクレディテー

ション機関は，理事会がその決定を行った日から

1 年以内に，その旨を記した理事会の通知文書に

対応するものとする．例外的な状況の下，当該ア

クレディテーション機関は，認証の決定延期に対

処するため，指定された期間の延長を要請するこ

とができる．認証委員会はその要請とそうした要

請の根拠・理由について検討した上で，その延長

を認めるかどうかの判断をする．その延長が認め
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られず，当該アクレディテーション機関が，理事

会決定から 1 年以内に認証の決定延期に対する何

らかの措置を講じなかった場合，理事会は，その

アクレディテーション機関の認証申請そのものが

撤回されたものと見做すことになる．CHEAは当

該アクレディテーション機関に対し，認証申請が

撤回された旨を通知する．

36．認証拒否の決定．理事会は，アクレディテー

ション機関に，理事会に出席できる旨を文書で通

知し実際にその機会が与えられるまでの間に，認

証拒否の勧告を実行することはない．アクレディ

テーション機関の要望を受け，当該アクレディ

テーション機関には，その関係者が理事会に出席

する機会が付与される．理事会出席の機会の保障

の中には，当該アクレディテーション機関が，パ

ラグラフ31に基づき，認証委員会の勧告に対し，

文書で反論することも含まれる．反論対象は，認

証委員会による審査期間中に，当該委員会が接し

得た情報に限定される．アクレディテーション機

関は，理事会に出席している間，当該アクレディ

テーション機関にアドバイスを行うことのできる

法律顧問を帯同することができる．但し，理事会

からの要求がない限り，法律顧問はそこで発言す

ることはできない．

37．認証手続の撤回．理事会は，アクレディテー

ション機関が 1 以上の認証基準の条規を充足し得

ていないと判断するなど，相当の理由がある場合，

当該アクレディテーション機関に関わる認証手続

の撤回を決定することができる．CHEAは，当該

アクレディテーション機関に対し，その措置に反

論できる旨を通知し実際その機会を適切に付与す

るなど十分な手続の下で認証手続撤回の措置を講

ずることになる．

38．理事会による認証の再検討．理事会決定に

関わる通知を受けて30日以内に，当該アクレディ

テーション機関は，理事会に対しその再検討を文

書によって要請することができる．理事会は，自

身の判断において，これを再検討するか否かの決

定を行う．通常の場合，理事会は，当該アクレディ

テーション機関の側から，その審査内容に明らか

な事実誤認があるとか，審査手続に瑕疵があるな

どと言った主張を信ずるに足る合理的理由が文書

によって示されない限り，その決定を検討し直す

ことはない．理事会がその決定を再検討する旨決

定した場合，当該アクレディテーション機関に理

事会に出席する機会が与えられ，当該アクレディ

テーション機関にアドバイスを行うことのできる

法律顧問を帯同することができる．但し，理事会

からの要求がない限り，法律顧問がそこで発言す

ることはできない．

39．社会への公知．アクレディテーション機関

による認証の新規申請，認証の更新の双方におけ

る，アクレディテーション機関の認証，認証の延

期，認証拒否もしくは認証手続の撤回といった理

事会が行った全ての決定は，その決定が最終確定

した後，社会に向けて公表される．CHEAは，そ

の決定と併せ，認証，認証の延期，認証拒否もし

くは認証手続の撤回といった諸決定の根拠・理由

の概要も公表する．

40．認証の拒否もしくは手続撤回以降の申請．

認証の申請を行いそれが適わなかったアクレディ

テーション機関は，認証を拒否されもしくは手続

撤回の措置がとられた日から最低 1 年間は，再申

請を行うことができない．

付帯条項

41．利益相反．CHEAは，認証委員会，理事会，

評価に係る助言者（書面評価者，実地視察メンバー

そ の 他 の 専 門 家 ） で， 本 パ ラ グ ラ フ“CHEA 

representatives”の趣旨・目的を達成するために
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対象となる全ての「CHEAの代表者」は，アクレ

ディテーション機関の認証の可否の検討に当り，

公正かつ客観的に振る舞うものとする基本方針を

確立している．

　Ａ． 「利益相反（conflict of interest）」が発生

しているように見えもしくは実際に生じて

いる場合，CHEAは，個人そして専門家と

しての立場から，自身がアクレディテー

ション機関の審査から外れることを上記の

人々に期待している．こうした人々は，本

基本方針に適うような責任をます第一に果

たすべきである．

　Ｂ． 上記CHEAを代表する人々は，対象となっ

ているアクレディテーション機関から被雇

用者あるいは顧問などとして報酬を受け

取っている，もしくは当該アクレディテー

ション機関で権限あるあるいは管理運営を

担う役職（例えば，報酬を受けているもし

くは無報酬のいずれであれ，コミッション・

メンバー，理事もしくは事務局上級スタッ

フなど）に就いている，といった場合，そ

のアクレディテーション機関の審査から身

を引くべきである．

　Ｃ． 上記CHEAを代表する人々がそのアクレ

ディテーション機関の審査から身を引くか

どうかの判断に当たっては，次の事項，す

なわち，（ⅰ）認証の申請を行っているア

クレディテーション機関と過去，現在，そ

して将来において財務的なつながりをもち

また管理運営上の役割を担っており，もし

くはそうした関係をもつことが期待されて

いるかどうか，（ⅱ）認証申請を行ってい

るアクレディテーション機関が行っている

アクレディテーションの審査過程に関与し

ているか否か，（ⅲ）認証申請を行ってい

るアクレディテーション機関と直接的な競

合関係にある別のアクレディテーション機

関と財務的なつながりをもちまた管理運営

上の役割を担っているか否か，（ⅳ）認証

申請を行っているアクレディテーション機

関について，認証審査のプロセスの客観性

を損なうような先入観に満ちた発言をこれ

までに行ったことがあるかどうか，（ⅴ）

認証申請を行っているアクレディテーショ

ン機関との適切な関係や役割を遮断し，も

しくは同機関に先入観を抱いているかどう

か，（ⅵ）その他，といった事柄が考慮さ

れるべきである．

　Ｄ． 上記CHEAを代表する人々が，「利益相反」

が発生しているように見えもしくは実際に

それが生じているにもかかわらず，なお，

身を引くようなことがない場合，理事会と

して，適切と考えられる措置を講ずること

ができる．

42．個人的な利益享受．CHEAの活動期間中，

上記CHEAを代表する人々は，「個人としての誠

実性（personal integrity）」を厳格に固守すべき

である．例えば，CHEAを代表する人々は，認証

申請を行っているアクレディテーション機関に関

係する人々，当該アクレディテーション機関から

アクレディットされている高等教育機関や教育プ

ログラムの関係者，当該アクレディテーション機

関と競合する機関の関係者もしくは認証審査の過

程で当該アクレディテーション機関に係る所見を

求めることが企図されている他の第三者から，贈

答品，心付けを受け取ったり，接待を受けたり，

金銭の借り入れなどの申し入れをすることは禁止

されている．但し，本パラグラフの趣旨として，

CHEAの代表者として活動している期間中，「個

人としての誠実性」の要請の枠に収まるもので，
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高価なものではない場合には，これを受け取るこ

とまで禁ずるものではない．

43． 情 報 の や り 取 り と 情 報 の 機 密 性． 上 記

CHEAの代表者は，認証のための審査に関係する

情報の機密性を保守しなければならない．また上

記CHEAの代表者は，認証プロセスの期間中，認

証申請を行っているアクレディテーション機関に

関係する人々，当該アクレディテーション機関か

らアクレディットされている高等教育機関や教育

プログラムの関係者，当該アクレディテーション

機関と競合する機関の関係者もしくは認証審査の

過程で当該アクレディテーション機関に係る所見

を求めることが企図されている他の第三者との間

で，当該認証申請に係る如何なる事項も，機密保

持の観点に依拠して議論の対象としてはならな

い．但し，認証審査の過程で，CHEAの代表者と

しての責務の一環として，これら事項について議

論することが求められている場合を除く．上記

CHEAの代表者はCHEAスタッフに対し，認証プ

ロセスに関わる調査検討事項について問い合わせ

ることができる．そしてCHEAは，パラグラフ34

と39の定めるところにより，当該アクレディテー

ション機関と社会に向け，認証に係る審査結果を

伝達する．

条規の修正と施行

44．条規の修正と施行　CHEAは，「認証に関する方

針・手続（The Recognition Policy and Procedures）」

について，確固とした信頼に基づくアクレディテー

ションに関わる諸利益，アクレディテーション機関

やCHEA執行部の認証に関わる諸利益にその改訂が

寄与できると判断した場合，適宜，その全部もしく

は一部を改訂する権利を留保している．CHEA「認

証に関する方針・手続（The Recognition Policy 

and Procedures）」の改訂版は，CHEAが設定し

た時間枠を基礎に，理事会が議定した日に発効し

実施に移される．




